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町からのお知らせ

　インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。予防接種を受けることにより、

約半数の方が持病を予防できるといわれており、発病しても重症化を防ぐことができます。予防接種の効果が現れるま

で 2 週間かかり、効果は約 5 か月持続します。インフルエンザが流行する 12 月～ 3 月頃の前に接種を済ませることが

有効です。

　65 歳以上の方を対象に、インフルエンザ予
防接種の定期接種を実施します。接種は、佐賀
県内の広域実施医療機関で受けることができま
す。接種を希望される方は、希望の医療機関に
直接、お問い合わせください。

対　　象　 町内在住で、接種日に 65 歳以上の方

接種回数　１人１回

実施期間　10 月１日（木）～ 12 月末日の医療機関
　　　　　  の診療日

接種料金　５００円
実施医療機関　佐賀県広域実施医療機関

　町では、個人の感染予防や重症化予防、集団での感染防止と子育
て家庭の経済的負担の軽減を目的として、今年度より子どものイン
フルエンザ予防接種費用の一部助成の拡大を行います。
　なお、高齢者以外のインフルエンザ予防接種は任意接種ですので、
接種について法律上の義務はありません。保護者の方が判断し、接
種をお願いします。

対　　象　町内在住の生後 6 か月 ～ 18 歳
接種回数　12 歳以下の者：2 回
　　　　　 13 歳以上の者：1 回（医師が特に必要と認める場合は 2 回）
助成内容　１回につき 2,000 円を助成（２回まで）
　　　　　※接種費用から 2,000 円が控除されます
実施期間　10 月１日（木）～１月末日の医療機関の診療日
接種時に持参するもの　母子健康手帳、健康保険証
実施医療機関　町内指定医療機関（下表のとおり）

※治療中の疾患がある方、卵アレルギーのある方は事前に医療機関にご相談ください。また、10 月当初はワクチンの
供給量の関係で、ワクチンの入荷が十分でない状況も想定されます。接種を希望する医療機関へ事前にご確認ください。

高齢者の定期接種について 子どもの任意接種費用一部助成を拡大します！

医療機関名 住所 電話番号 予約
池田胃腸科外科 小倉 545 番地 55 ９２－２３０８ 不要

さかい胃腸・内視鏡内科クリニック 小倉 1059 番地２ ９２－１１２１ 不要
※受付は診療終了 30 分前まで

つくし整形外科医院 園部 2765 番地 25 ９２－７６５５ 要
中洲医院 宮浦 259 番地 45 ８１－００６１ 不要

なるお内科小児科 けやき台１丁目 23 番地７ ９２－４１７０ 要
まえはら耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 園部 2772 番地 10 ８１－０７３３ 要

鹿毛診療所 宮浦 186 番地 65 ５０－８０５９ 不要

インフルエンザ予防接種について
10 月 1 日から開始します！

問 保健センター　☎９２－２０４５

！ 今年は過去 5 年で最大量（最大約 6300 万人分）のワクチンを供給予定ですが、より必要とされている方に
確実に届くように、ご協力をお願いします。

10 月 1 日～

６５歳以上の方（定期接種対象者）※
接種希望の方はお早めに！

※ 65 歳以上の方のほか、60 歳から 65 歳未満の慢性高度心・
腎・呼吸器機能不全者等
※定期接種の開始日は、お住まいの市町村で異なりますので
ごください。

上記以外の方は、65 歳以上の方が接
種できるよう、ご協力をお願いします。

10 月 26 日～

医療従事者
基礎疾患を有する方

妊婦
生後 6 か月～小学 2 年生

接種希望の方はお早めに！

上記以外の方も接種できます。

※お示しした日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません。

▽子どもインフルエンザ予防接種は償還払い制度を始めます
　町内指定医療機関以外で接種をされた場合、接種 1 回につき 2,000 円の償還払いを行います。

　申請方法は、領収書の原本、予防接種の記録がわかるもの（母子健康手帳又は接種済証）、印鑑、振込口座がわかる

　ものを保健センターへ持参の上、申請をお願いします。申請書はホームページ又は保健センター窓口で入手できます。
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予防接種法が改正れさます
10 月 1 日より

問 保健センター　☎９２－２０４５

▽ロタウイルスとは
　口から侵入したロタウイルスが腸管に感染するとロタウイルス胃腸炎を発症します。感染力が非常に高く、手洗いや

消毒などをしっかりしても感染予防をすることが難しいため、乳幼児の内にほとんどの子どもが感染します。下痢や嘔

吐は１週間程度で治りますが、重症化すると脱水症状を起こし、入院することがあります。特に初めて感染した時は重

症化しやすく、まれに脳や腎臓に影響を及ぼすことがあります。生後すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種

は早い時期に完了させます。

①ロタウイルスが定期予防接種に加わります
　令和２年 10 月１日の予防接種法改正により、ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防するロタウイルスワクチンが定期の

予防接種に加わりました。令和２年８月１日以降に生まれた方が対象です。

▽ワクチンについて
　ロタワクチンは２種類あり、どちらも生ワクチン（弱毒化したウイルス）で、飲んで接種します。２種類とも効果や安

全性に差はありませんが接種回数が異なりますので、他のワクチンとのスケジュールなどを考慮して選択してください。

なお、途中からワクチンの種類を変更することができない点、医療機関によってワクチンの種類の取り扱いが異なる点

にご注意ください。
ワクチン名 ロタリックス ロタテック

接種時期
出生６週から２４週 出生６週から３２週
※どちらのワクチンも、初回接種は原則生後２ヶ月から出生１４週６日までにします。

接種回数 ２回接種（２７日以上の間隔を空けて） ３回接種（２７日以上の間隔を空けて）
自己負担 無料 無料

▽予診票について
　基山町では生後２か月になる月に母子保健事業として「２か月児訪問」を行っています。その際に乳幼児期に接種可能

な予防接種予診票一式を配布・説明しています。訪問以前での接種を希望する方は保健センターまでお知らせください。

▽実施医療機関
　佐賀県内の広域実施医療機関

②予防接種の接種間隔が変更になります
　10 月１日以降、予防接種をした日から別の種類の予防接種が可能となるまでの間隔が表のとおり変更となりました。

　※同じ種類のワクチンを複数回接種する必要がある場合の接種間隔はワクチンごとに定められています。

改正前
接種した予防接種と別の種類のワクチンを打つ場合、

接種間隔は下記のとおりに空ける必要があります。

生ワクチン
（注射タイプ）

生ワクチン
（飲むタイプ）

不活化ワクチン

別の種類の
ワクチン

27 日以上

27 日以上

６日以上

改正後
生ワクチン（注射タイプ）から別の種類の生ワクチン（注
射タイプ）を接種する場合以外、別の種類のワクチン
を接種するまでにこれまでのように間隔を空ける必要
がなくなりました。

生ワクチン
（注射タイプ）

生ワクチン
（飲むタイプ）

不活化ワクチン

別の種類の
ワクチン

27 日以上

制限なし

生ワクチン
（注射タイプ）

生ワクチン
（飲むタイプ）
不活化ワクチン

制限なし

▽予防接種カレンダーについて
　予防接種法改正等の情報を反映したものを設置します。なお、カレンダーには、各種定期予防接種や実施医療機関

の情報を記載しています。

　設置場所：保健センター、住民課の窓口、こども課の窓口

制限なし




